
許可等申請手続きと
技術的基準等について

資料３
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1 説明内容

○申請の種別
○許可等申請手続き
○技術的基準
○その他留意事項
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▐ 規制区域指定日にまたがる工事の届出（法第21条、第40条）

▐ 特盛区域での届出（法第27条）、変更の届出（法第28条）

▐ 許可申請（法第12条、第30条）、変更許可申請（法第16条、第35
条）

▐ 中間検査の手続き（法第18条、第37条）

▐ 定期報告の手続き（法第19条、第38条）

▐ 完了検査の手続き（法第13条、第31条）

2 申請の種別
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3 土地の形質変更及び土石の堆積の定義①
▐土地の形質変更及び土石の堆積の定義
（宅地造成及び特定盛土等）
第三条 法第二条第二号及び第三号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲
げるものとする。
一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を
生ずることとなるもの
二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を
生ずることとなるもの
三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部
分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなると
きにおける当該盛土及び切土（前二号に該当する盛土又は切土を除く。）
四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが二メートルを超えるもの
五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土を
する土地の面積が五百平方メートルを超えるもの

政令第3条

（土石の堆積）
第四条 法第二条第四号の政令で定める土石の堆積は、次に掲げるものとする。
一 高さが二メートルを超える土石の堆積
二 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が
五百平方メートルを超えるもの

政令第4条

①

②

③

④
⑤

⑥
⑦
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4 土地の形質変更及び土石の堆積の定義②
▐土地の形質変更及び土石の堆積の定義

※1 崖とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤
（風化の著しいものを除く）以外のものをいいます。
※2 ⑤及び⑦ 形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30㎝
以下の場合は規制対象外となります。

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦

行
為
の
区
分

規模Ａ 規模Ｂ
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規制区域指定日にまたがる
工事の届出
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6 規制区域指定日にまたがる工事の届出①

規制区域指定日より前に着工している工事は、法第21
条及び第40条に基づき届出が必要

（工事等の届出）
第二十一条 宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事
規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、
その指定があつた日から二十一日以内に、主務省令で定めるところによ
り、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。

規制区域指定日：令和7年4月1日を予定
指定があった日から21日以内：令和7年4月22日まで

※法第40条は、特定盛土等規制区域についての条文であり、同一の内容
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7 規制区域指定日にまたがる工事の届出②

▐対象となる工事

※1 崖とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤
（風化の著しいものを除く）以外のものをいいます。
※2 ⑤で形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30㎝以下の
場合は規制対象外となります。

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦

規模Ａ 規模Ｂ区域区分に関わらず

法第40条法第21条

行
為
の
区
分
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8 規制区域指定日にまたがる工事の届出③
▐届出の際に必要となる書類

に該当しない場合は届出不要

１.届出書（省令様式第15もしくは第16）
２.届出地及びその周辺の写真
３.代理人が届出をする場合は委任状（任意様式）

規模Ａ

上記の１～3の書類に加えて
４.位置図
５.地形図
６.土地の平面図

規模Ｂ

規模Ａ 規模Ｂ

▐届出先
市町村に提出（市町村で受け付けた書類は、市町村から所管の
県民センター建築指導課又は県央建築指導室に提出されます）
※規模A・規模Bに該当する盛土等行為を伴う開発許可を受けている場合も同様です。

省令第52条4号

省令第52条2号盛土・切土

土石の堆積
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9 規制区域指定日にまたがる工事の届出④
▐届出書（土地の形質変更）

宛先は、茨城県知事

代表地点の緯度経度は
Googleマップなどを利用し
て取得可能
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10 規制区域指定日にまたがる工事の届出⑤

▐着工（工事の着手）の定義
（国の見解）
工事着手の時点の考え方については、請負契約の締結又は
それに基づく労務者の雇入れ、若しくは資材の購入の段階
ではなく、工事現場において設計図書等と照合して行う最
初のくい打ち等の土地の形質変更又は土石の堆積が行われ
た時点と考えるのが妥当である。

着工の考え方（例）
・測量・丁張・除草・伐根 ⇒ 該当しない
・現場の不陸整正 ⇒ 該当する
・建築資材（盛土材以外）の搬入 ⇒ 該当しない
・盛土材（基礎砕石を含む土砂）の搬入 ⇒ 該当する
・建築物や工作物設置のための基礎工事 ⇒ 該当する
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11 規制区域指定日にまたがる工事の届出⑥
▐留意事項
○自社管理の資材置場は土石の堆積行為に該当する。
※今回の法第21条または第40条の届出をしていれば、そ
の後 の当該地における砕石等資材の搬出入時に際して
の盛土規制法の許可等手続きは不要
※法第21条及び第40条の届出の手続きは、規制区域の指
定時のみ適用される手続きとなる。
※今回の手続きをしなかった場合は、土石の堆積行為と
して盛土規制法の許可等の手続きが必要となる。
※届出の際は、想定しうる最大の堆積高さ・面積で申請
すること。
○届出内容の変更の規定がないため、届出内容に変更が
生じた際は改めて盛土規制法の許可等手続きが必要とな
る場合がある。
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規制区域指定日以降に
工事に着手する場合
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届出行為に該当するもの
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14 届出行為に該当するもの①

▐対象となる工事

※1 崖とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の
著しいものを除く）以外のものをいいます。
※2 ⑤で形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30㎝以下の場合は規
制対象外となります。

規模Ａ特盛区域内での

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦

法第27条

行
為
の
区
分
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15 届出行為に該当するもの②
▐届出の際に必要となる書類

１.届出書（省令様式第１９）
２.代理人が届出をする場合は委任状（任意様式）
３.図面及び書類
（省令第7条第1項第1号、6号～8号）

盛土・切土

▐届出先
市町村に提出（市町村で受け付けた書類は、市町村から所管の
県民センター建築指導課又は県央建築指導室に提出されます）

１.届出書（省令様式第２０）
２.代理人が届出をする場合は委任状（任意様式）
３.図面及び書類
（省令第7条第2項1号、4号～6号）

土石の堆積
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16 届出行為に該当するもの③
▐変更届出の際に必要となる書類

１.変更届出書（省令様式第21）
２.代理人が届出をする場合は委任状（任意様式）
３.図面及び書類
（省令第7条第1項1号、6号～8号のうち、変更
するもの）

盛土・切土

▐届出先
市町村に提出（市町村で受け付けた書類は、市町村から所管の
県民センター建築指導課又は県央建築指導室に提出されます）

１.変更届出書（省令様式第22）
２.代理人が届出をする場合は委任状（任意様式）
３.図面及び書類
（省令第7条第2項1号、4号～6号のうち、変更
するもの）

土石の堆積

法第28条
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17 届出行為に該当するもの④

▐留意事項

○規制区域指定日にまたがる工事の届出（法第21条及び第40
条に基づく届出）との相違点
・申請時の添付書類（多岐に渡っての資料添付が必要）
・標識の掲示（法第49条）
・勧告の対象（法第27条第4項）
・勧告命令違反への罰則（法第56条第3項）
※1年以下の懲役または300万円以下（法人重科1億円以下）の罰金

○中間検査や定期報告の手続きの規定はない
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許可行為に該当するもの
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19 許可行為に該当するもの①

▐対象となる工事

※1 崖とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の
著しいものを除く）以外のものをいいます。
※2 ⑤で形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30㎝以下の場合は規
制対象外となります。

規模Ａ特盛区域内での 規模Ｂ

規模Ａ宅造区域内での 規模Ｂ

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦

法第30条

法第12条

行
為
の
区
分
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20 許可行為に該当するもの②
▐許可申請に必要となる書類

１.許可申請書（省令様式第２）
２.代理人が申請する場合は委任状（任意様式）
３.図面及び書類
（省令第7条第1項各号）

盛土・切土

▐申請先
市町村に提出（市町村で受け付けた書類は、市町村から所管の
県民センター建築指導課又は県央建築指導室に提出されます）

１.許可申請書（省令様式第４）
２.代理人が申請する場合は委任状（任意様式）
３.図面及び書類
（省令第7条第2項各号）

土石の堆積

法第30条法第12条
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21 許可行為に該当するもの③
▐変更許可申請に必要となる書類

１.変更許可申請書（省令様式第7）
２.代理人が申請する場合は委任状（任意様式）
３.図面及び書類
（省令第7条第1項各号のうち、変更するもの）

▐申請先
市町村に提出（市町村で受付した書類は、市町村から所管の県
民センター建築指導課又は県央建築指導室に提出されます

１.変更許可申請書（省令様式第8）
２.代理人が申請する場合は委任状（任意様式）
３.図面及び書類
（省令第7条第2項各号のうち、変更するもの）

法第35条法第16条

盛土・切土

土石の堆積
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22 許可行為に該当するもの④

▐留意事項

○特盛区域での盛土や土石の堆積に関する工事の届出（法第
27条に基づく届出）との主な相違点
申請時の添付書類（より多くの資料添付が必要）
罰則規定
1年以下の懲役または300万円以下（法人重科3億円以下）の罰金

○中間検査や定期報告、完了検査の手続きが必要
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中間検査の手続き
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24 中間検査の手続き①

▐対象となる工事

※1 崖とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の
著しいものを除く）以外のものをいいます。
※2 ⑤で形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30㎝以下の場合は規
制対象外となります。

規模Ａ
宅造区域内、特盛区域での盛土・切土のうち

の工事で特定工程があるもの規模Ｂ

政令第32条

⑥ ⑦

① ② ③ ④ ⑤

法第37条法第18条

行
為
の
区
分
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25 中間検査の手続き②

▐特定工程とは・・・

（特定工程等）
第二十四条 法第十八条第一項の政令で定める工程は、盛土をする前の地盤面又
は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程とする。
２ 前項に規定する工程に係る法第十八条第三項の政令で定める工程は、前項に
規定する排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程とする。

盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面
に排水施設（暗渠排水工を対象）を設置する工事

暗渠排水管を設置する工事においては、当該工程が完了
した段階で中間検査を受け、中間検査合格証が交付され
てからでなければ、その後の工程（暗渠排水管の周囲を
砕石その他の資材で埋める工事）に進むことができない

政令第24条
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26 中間検査の手続き③
▐中間検査の申請期間

（中間検査の申請期間）
第四十五条 法第十八条第一項の主務省令で定める期間は、特定工程に係る工事
を終えた日から四日以内とする。

暗渠排水管の設置を終えた日から4日以内

▐中間検査申請に必要となる書類
１.中間検査申請書（省令様式第13）
２.代理人が申請する場合は委任状（任意様式）
３.工事内容を明示した平面図

省令第45条

省令第46条

▐提出先
市町村に提出（市町村で受け付けた書類は、市町村から所管の
県民センター建築指導課又は県央建築指導室（以下、「県民セ
ンター建築指導課等」）に提出されます）

盛土・切土
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27 中間検査の手続き④

▐留意事項

○すべての工事が中間検査の対象ではない。
○規模の大きな工事で、かつ特定工程があるものが対象。
○土石の堆積には中間検査の規定はない。
〇中間検査の対象となる工事で中間検査の申請をせず、又は
虚偽の申請をしたときは罰則の対象。法第56条第1項
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定期報告の手続き
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29 定期報告の手続き①

▐対象となる工事

※1 崖とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の
著しいものを除く）以外のものをいいます。
※2 ⑤で形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30㎝以下の場合は規
制対象外となります。

規模Ａ
宅造区域内、特盛区域での

の工事で3か月以上工期があるもの規模Ｂ

省令第49条

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦

法第38条法第19条

行
為
の
区
分
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30 定期報告の手続き②

▐定期報告に必要となる書類
１.定期報告書（県施行細則様式第11、第12）
２.代理人が報告する場合は委任状（任意様式）
３.届出地及びその周辺の写真

省令第78条

▐報告書の提出先

着工許可から３か月ごとに報告

省令第48条

▐定期報告の時期

市町村県民センター建築指導課又は県央建築指導室に
提出

盛土・切土

土石の堆積
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31 定期報告の手続き③

▐留意事項

○すべての工事が定期報告の対象ではない。
○規模の大きな工事で、かつ工期が3か月以上あるものが対象。
○中間検査と異なり、土石の堆積も定期報告の対象。
〇定期報告の対象となる工事で報告をせず、又は虚偽の報告
を行ったときは罰則の対象。法第56条第2項
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完了検査等の手続き
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33 完了検査等の手続き①

▐対象となる工事

※1 崖とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の
著しいものを除く）以外のものをいいます。
※2 ⑤で形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30㎝以下の場合は規
制対象外となります。

全ての土地の形質変更

⑥ ⑦

① ② ③ ④ ⑤

行
為
の
区
分

法第17条第4項

法第36条第4項
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34 完了検査等の手続き②
▐完了検査の申請期間

（完了検査の申請期間）
第三十九条 法第十七条第一項の主務省令で定める期間は、工事が完了した日か
ら四日以内とする。

▐完了検査申請に必要となる書類

１.完了検査申請書（省令様式第9）
２.代理人が申請する場合は委任状（任意様式）

省令第39条

省令第40条

▐申請先
市町村に提出（市町村で受け付けた書類は、市町村から所管の
県民センター建築指導課又は県央建築指導室に提出されます）

省令第70条

省令第69条

盛土・切土

工事が完了した日から4日以内
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35 完了検査等の手続き③
▐土石の堆積における確認申請 法第17条第4項

法第36条第4項

※1 崖とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の
著しいものを除く）以外のものをいいます。
※2 ⑤で形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30㎝以下の場合は規
制対象外となります。

⑥ ⑦

① ② ③ ④ ⑤

行
為
の
区
分

宅造区域内、特盛区域での
土石の堆積以外のすべての行為
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36 完了検査等の手続き④

▐土石の堆積における確認申請

（確認の申請期間）
第四十二条 法第十七条第四項の主務省令で定める期間は、工事が完了した日か
ら四日以内とする。

工事が完了した日から4日以内

▐確認申請に必要となる書類

１.確認申請書（省令様式第11）
２.代理人が申請する場合は委任状（任意様式）

省令第42条

▐申請先
市町村に提出（市町村で受け付けた書類は、市町村から所管の
県民センター建築指導課又は県建築指導室に提出されます）

省令第70条

法第17条第4項

法第36条第4項

土石の堆積
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37 完了検査等の手続き⑤

▐留意事項

○許可を受けたすべての盛土切土の工事が完了検査の対象。
○土石の堆積については、堆積されていた土砂が除却された
かどうか確認する、確認申請の対象。
〇完了検査の申請や確認申請をせず、又は虚偽の申請を行っ
たときは罰則の対象。 法第56条第1項
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許可等申請手続き
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39 許可等申請手続き①

▐許可等申請手続きについて
○許可等申請の際の手続きを示した、茨城県版「宅
地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の
手引（以下、「申請手引き」）」を作成

○盛土施工や擁壁設置等における技術的な基準を示
した、茨城県版「宅地造成及び特定盛土等規制法に
関する技術的基準（以下、「技術基準」）」を作成

○申請書等の様式は、県建築指導課HPにデータを掲
載（PDF及びword形式）
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40 許可等申請手続き②
▐手続きの流れ 申請者

土地の形質変更の場合
 41 



41 許可等申請手続き③

▐許可権者と書類提出先
○許可権者・・・県
各県民センター建築指導課若しくは県央建築指導室（以下、
「県民センター建築指導課等」）

○書類提出先・・・市町村
市町村は、許可申請・工事着手届・中間検査申請・定期報告書・完了検査申請・
工事届出等の受付事務を担う。許可申請書等を受付し、チェックリストに必要な
事項が入力されているか確認した後、県へ送付。

▐提出部数
○3部（正本1部、副本2部）
ただし、申請地が市町村を跨る場合は、跨る市町村数を追加した数とする。
※必要となる副本の部数例
・同一センター管内のA市とB市にまたがる申請・・・センター分+A市+B市＝３部
・管轄が異なるセンターでのC市とD市にまたがる申請・・・２つのセンター分+C市+D市＝４部 42 



42 許可等申請手続き④
▐事前相談

相談先（提出先）：
県民センター建築指導課等
※市町村ではない

許可申請等をする前に、その
計画について、許可の要否や
許可の見通しがあるか、事前
確認をすること。
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43 許可等申請手続き⑤
▐事前チェックリスト

申請者は必要事項を記入す
るとともに、関連法令の許
可の該否等（赤枠部分）に
ついて関係機関等への確認
結果を反映したチェックリ
ストを作成し、申請書に添
付すること。

関係法令の許可の該否等は申請
者が確認するものであることに
留意。
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44 許可等申請手続き⑥
▐事前チェックリスト（記入例）
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45 許可等申請手続き⑦
▐申請書類①
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46 許可等申請手続き⑧
▐申請書類②
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47 許可等申請手続き⑨
▐申請書類（図面）

 48 



48 許可等申請手続き⑩
▐申請書

5 土地の面積は申請地全体の面積
10ロ 盛土又は切土をする土地の面
積は、5の面積のうち実際に盛土等を
する土地の面積（申請手数料算定根
拠の面積）

宛先は
茨城県知事

代表地点の緯度経度はGoogle
マップなどを利用して取得可能

9 土地の地形 渓流等への該当の有
無の欄 （規制区域と同様に、県
ホームページで確認できるよう準備
中）
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49 許可等申請手続き⑪
▐同意書一覧表、同意証明書

申請者本人も含めた
関係権利者からの同
意を取得（施行同意
書）するとともに、
それを示すことので
きる書類（土地登記
簿謄本や印鑑証明
書）を添付すること。
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50 許可等申請手続き⑫
▐誓約書
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技術的基準

 52 



①土地の形質の変更（盛土・切土）における基準

②一時的な土石の堆積における基準

52 技術的基準
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▐土地の形質の変更（盛土・切土）

53 土地の形質の変更にかかる技術的基準①

国作成リーフレットの図を加工

第2章、第3章
第5章4

第1章2

第4章1

第4章2

第5章5

第1章2

第1章3

第2章5
第1章1

第1章5
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▐盛土する際の留意事項

54 土地の形質の変更にかかる技術的基準②

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準）
政令第七条法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基
準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。
一盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は
地下水（以下「地表水等」という。）の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが
生じないよう、次に掲げる措置を講ずること。
イおおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その
層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め
固めること。

政令第7条

［敷均し・締固め］
・盛土材料の敷均しは、水平薄層施工で行い、概ね30 ㎝以下の厚さの層に分けて土を盛り、
その層の土を盛るごとに締め固めること。
・盛土の締固めの施工状況が段階ごと（30 ㎝程度のまき出し厚ごと及び転圧後の仕上がり
厚ごと）に確認できるように、写真管理を徹底しておくこと。
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▐排水施設の分類

55 土地の形質の変更にかかる技術的基準③

中間検査の対象
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▐暗渠排水工①

56 土地の形質の変更にかかる技術的基準④

（排水施設の設置に関する技術的基準）
政令第十六条法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的
基準のうち排水施設の設置に関するものは、盛土又は切土をする場合において、
地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水
等を排除することができるよう、排水施設で次の各号のいずれにも該当するもの
を設置することとする。

政令第16条

排水工（管渠）の構造
・排水工（管渠）の構造の基準は次項のとおりとすること。
・管渠は、水質、外圧に対する耐力、形状、工事費及び将来の維持管理を十分に考慮した
うえで、陶管、鉄筋コンクリート管、遠心力鉄筋コンクリート管、現場打ち鉄筋コンク
リート管又は硬質塩化ビニール管のうち、最も適当と思われるものを選ぶこと。

盛土崩壊の多くが湧水、地下水、降雨等の浸透水を原因とするものであること、また盛土
内の地下水が地震時の滑動崩落の要因となることから、次の各事項に留意して盛土内に十
分な地下水排除工を設置し、基礎地盤からの湧水や地下水の上昇を防ぐことにより、盛土
の安定を図るものとする。特に山地・森林では、谷部等において浸透水が集中しやすいた
め、現地踏査等によって、原地盤及び周辺地盤の水文状況を適切に把握することが必要で
ある。（盛土等防災マニュアルより）

 57 



▐暗渠排水工②

57 土地の形質の変更にかかる技術的基準⑤
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▐暗渠排水工③
58 土地の形質の変更にかかる技術的基準⑥

【条件】
・建物を建てる際、盛土により嵩上げを実施
・盛土表面は全てアスファルト舗装（遮水層を
設置し盛土内への雨水浸透はない）
・法面部分は擁壁設置。
・地下水位は盛土部分よりも十分に低く、地下
水上昇による盛土内への地下水流入はない

暗渠排水の設置は不要

ケース①

【条件】
・建物を建てる際、盛土により嵩上げを実施
・盛土表面は全てアスファルト舗装（盛土部分
から盛土内への雨水浸透はない構造。ただし、
斜面からの浸透した雨水流入は防げない。）
・法面部分は擁壁設置
・地下水位は盛土下端面より高く、原地盤面か
らは湧水があった箇所

暗渠排水の設置要

ケース②

原地盤面

暗渠排水の設置判断は事案ごとに異なる。迷ったら適宜相談してください。

原地盤面
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59 治水・排水対策

ⅩⅡ·１·１治水・排水対策の基本的な考え方
盛土規制法の許可等を必要とする盛土等及び都市計画法の許可を必要とする開発
行為（以下、「開発事業等」という）においては、開発事業等実施地区及び周辺
に溢水等の被害が生じないよう、当該地区内の雨水・地表水や地下水並びに当該
地区外から流入する雨水・地表水や地下水を安全に流下させるための治水・排水
対策を実施するものとする。（盛土等防災マニュアル）

流量増対策は、都市計画法に基づく開発許可の技術的基準に準ずるものとし、地
域の自然及び社会条件、河川等排水施設の流末接続先及びその周辺の状況、技術
的及び経済的条件等を勘案した、安全で合理的かつ効果的な規模及び方法で実施
すること。

【留意事項】流量増等を考慮した雨水等の排水施設の設計にあたり、盛土規制法
の許可に合わせ森林法に基づく林地開発許可などを要する場合は、当該法令の基
準との比較で厳しい基準を適用するものとする。

▐流量増対策
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▐一時的な土石の堆積

60 一時的な土石の堆積における技術的基準

国作成リーフレットの図を加工

第6章
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61 その他の留意事項

▐留意事項

○規制対象か否か判断があいまいな事案
○許可や届出の情報のホームページでの公表
○工事現場への標識掲示
○周辺住民への事前周知
○資源有効利用促進法

 62 



62 その他の留意事項①
▐規制対象か否か判断があいまいな事案①
窪地における盛土の規制要件の考え方
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63 その他の留意事項①
▐規制対象か否か判断があいまいな事案②
省令８条９号による標高差 30cm 以下となる盛土等の範囲

茨城県の運用

※標高差が30cmを超える部分が500
㎡を超える場合には許可又は届出
が必要です。なお、左図のように
標高差が30㎝を超える盛土等の面
積（Ａの面積）が500㎡を超える場
合であって30cm以下の盛土等の部
分との一体性が認められる場合は、
30cm以下の盛土等の面積（Ｂの面
積）も含めたＡ＋Ｂの面積が盛土
又は切土をする土地の面積（許可
申請書の10ロに記載する面積＝申
請手数料算定根拠の面積）となり
ます。
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64 その他の留意事項②
▐ホームページでの情報の公表
（宅地造成等に関する工事の許可）
４ 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、速やかに、主務省令で定めるところに
より、工事主の氏名又は名称、宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他
主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

（宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の方法）
第九条 法第十二条第四項（法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条におい
て同じ。）の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うも
のとする。

省令第9条

法第12条

（宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項）
第十条 法第十二条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図
二 工事の許可年月日及び許可番号
三 工事施行者の氏名又は名称
四 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
五 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
六 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
七 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量

省令第10条

許可だけではなく、届出（21日以内の届出も）も含め全て同様の取扱い
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65 その他の留意事項③
▐茨城県における情報公表

Googlemapを利用し、公表が義務付けられている許可等情報を公表。なお、本県独
自の取り組みとして、みなし許可の情報及び残土条例の許可情報もマップに掲載し、
盛土等に関する情報の一元管理を行う。（県建築指導課HPにリンク掲載予定。）
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66 その他の留意事項④
▐現場への標識の掲示
（標識の掲示）
第四十九条 第十二条第一項若しくは第三十条第一項の許可を受けた工事主又は第二十七
条第一項の規定による届出をした工事主は、当該許可又は届出に係る土地の見やすい場所
に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載
した標識を掲げなければならない。

（標識の様式及び記載事項）
第八十七条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第四十九条の規定により工事主が掲げ
る標識は、別記様式第二十三によるものとする。
２ 土石の堆積に関する工事について、法第四十九条の規定により工事主が掲げる標識は、別記様式第
二十四によるものとする。
３ 法第四十九条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 工事主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工事の許可年月日及び許可番号又は工事の届出年月日
三 工事施行者の氏名又は名称
四 現場管理者の氏名又は名称
五 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
六 宅地造成等に関する工事を行う土地の区域の見取図
七 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
八 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
九 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量
十 工事に係る問合せを受けるための工事関係者の連絡先
十一 許可又は届出を担当した都道府県の部局の名称及び連絡先

省令第87条

法第12条

法第21条及び第40条の届出（21日以内の届出も）は適用外
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67 その他の留意事項⑤
▐標識の様式

【標識のサイズ】
幅 ：90cm以上
高さ：70cm以上
地上から下端までの高さ：50cm以上
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68 その他の留意事項⑥
▐周辺住民への事前周知①
（住民への周知）
第十一条 工事主は、次条第一項の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定
めるところにより、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、
説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を
講じなければならない。

（住民への周知の方法）
第六条 法第十一条の宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための
必要な措置は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、令第七条第二項第二号に規
定する土地において同号に規定する盛土をする場合又は都道府県（地方自治法（昭和二十二年法律第六
十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下この条及び次条第一項において「指定都市」と
いう。）又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下この条及び次条第一項において「中核
市」という。）の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。以下同じ。）の条例若しく
は規則で定める場合にあつては、第一号に掲げる方法により行うものとする。
一 宅地造成等に関する工事の内容についての説明会を開催すること。
二 宅地造成等に関する工事の内容を記載した書面を、当該工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に
配布すること。
三 宅地造成等に関する工事の内容を当該工事の施行に係る土地又はその周辺の適当な場所に掲示する
とともに、当該内容をインターネットを利用して住民の閲覧に供すること。
四 前三号に掲げるもののほか、都道府県の条例又は規則で定める方法

省令第6条

法第11条
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69 その他の留意事項⑦
▐周辺住民への事前周知②
周知の方法（省令を要約）
①説明会の開催
②書面の配布
③工事を行う土地又はその周辺での掲示＋ウェブページへの掲載
※災害が生ずるおそれが特に大きい土地（渓流等や現地にて湧水や地下水の影響が懸念される場所）に
おいて盛土をする場合は①による周知を必須

周知する工事の具体的内容

「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について（技術的助言）別表２」より抜粋
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70 その他の留意事項⑧

▐周知を行う必要のある範囲
本法第11条及び第29条に規定する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対す
る工事内容の周知のために必要な措置として説明会の開催、書面配布等を行う場
合の範囲については、別表１に示す考え方の例や盛土等に関する条例等の関連す
る既存制度において定めている範囲等も参考に、盛土等の規模や地形等から判断
される影響の想定される範囲とすることが望ましい。また、都道府県等は、開発
事業者等に対して範囲設定の考え方を許可基準等において示すなど、事前に明示
することが望ましい。

「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について（技術的助言）」より抜粋

茨城県における周知の範囲を
「許可申請等の手引」に明示
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71 その他の留意事項⑨

▐周知を行う必要のある範囲①
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72 その他の留意事項⑩

▐周知を行う必要のある範囲②
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73 その他の留意事項⑪

▐周知を行う必要のある範囲③
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74 その他の留意事項⑫

▐標準処理期間

・標準処理期間とは、申請が行政庁に到達してから行政庁が当該申請に対する処分を
行うまでに、通常要する期間のこと。不備の訂正等に要する期間は含まない。
・標準処理期間の日数は開庁日で計算（土曜日、日曜日及び祝祭日等は含まない）
・標準処理期間は、あくまで標準的な処理期間であり、申請内容等によっては、実際
の処理日数が標準処理期間を超える場合もある。
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75 その他留意事項⑬
▐手数料

宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料（R7.4.1施行）

500㎡以内
500㎡超

1,000㎡以内

1,000㎡超

2,000㎡以内

2,000㎡超

3,000㎡以内

3,000㎡超

5,000㎡以内

5,000㎡超

10,000㎡以内

10,000㎡

20,000㎡以内

20,000㎡超

40,000㎡以内

40,000㎡超

70,000㎡以内

70,000㎡超

100,000㎡以内
100,000㎡超

手

数

料

14,000円 25,000円 38,000円 56,000円 65,000円 88,000円 141,000円 217,000円 341,000円 482,000円 623,000円

10,000円

20,000㎡超

40,000㎡以内

40,000㎡超

70,000㎡以内

70,000㎡超

100,000㎡以内
100,000㎡超

手

数

料

2,700円 5,400円 10,800円 21,600円 37,800円 54,000円

500㎡以内
500㎡超

1,000㎡以内

1,000㎡超

2,000㎡以内

2,000㎡超

3,000㎡以内

3,000㎡超

5,000㎡以内

5,000㎡超

10,000㎡以内

10,000㎡

20,000㎡以内

20,000㎡超

40,000㎡以内

40,000㎡超

70,000㎡以内

70,000㎡超

100,000㎡以内
100,000㎡超

手

数

料

10,000円 12,000円 16,000円 19,000円 28,000円 31,000円 37,000円 52,000円 70,000円 106,000円 129,000円

10,000円

施行規則

88条

適合証明

手

数

料

400円

法

12条

30条

宅地造成

特定盛土等

許可

土石の堆積を行う面積

3,000㎡以内
3,000㎡超

20,000㎡以内

法

16条

35条

土石の堆積

変更許可

工事の設計の変更

（１）面積の変化なし　従前の面積に対応する金額×1/10

（２）面積減少　　　　変更後の面積に対応する金額×1/10

（３）面積増　　　　　①従前の面積に対応する金額×1/10＋増えた面積に対応する金額

　　　　　　　　　　　②増えた面積に対応する金額（従前の面積部分の設計変更はない場合）

（４）面積増減　　　　従前の面積から減少分を差し引いた面積に対応する金額×1/10＋増えた面積に対応する金額

（５）その他の変更 （１）～（４）と同時の場合は加算

法

12条

30条

土石の堆積

許可

法

18条

37条

宅地造成

特定盛土等

中間検査

法

16条

35条

宅地造成

特定盛土等

変更許可

工事の設計の変更

（１）面積の変化なし　従前の面積に対応する金額×1/10

（２）面積減少　　　　変更後の面積に対応する金額×1/10

（３）面積増　　　　　①従前の面積に対応する金額×1/10＋増えた面積に対応する金額

　　　　　　　　　　　②増えた面積に対応する金額（従前の面積部分の設計変更はない場合）

（４）面積増減　　　　従前の面積から減少分を差し引いた面積に対応する金額×1/10＋増えた面積に対応する金額

（５）その他の変更 （１）～（４）と同時の場合は加算

盛土または切土をする面積

盛土または切土をする面積

（最高限度額は623,000円）

（１）～（４）のいずれか一つで金額算定

（※面積=盛土または切土をする面積）

（最高限度額は129,000円）

（１）～（４）のいずれか一つで金額算定

（※面積=土石の堆積を行う面積）
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76資源有効利用促進法①
建設工事から発生する土の搬出先の明確化等を目的に、盛土規制法の施行
に合わせて法令が強化 →国土交通省令の改正

【強化された内容】

・元請業者に対し、搬出先(他の工事現場、残土処分場等）等を記載した再生資源利
用促進計画書の作成・保存を強化

・計画書の作成対象工事の拡大（土砂1,000㎥ →500㎥）
保存期間の延長（１年→５年）

・発注者への報告と建設現場への掲示を義務化

・計画書の添付書類として「確認結果票」及び「土砂受領書」の作成を義務化
（搬出先の盛土規制法の許可の事前確認、工事現場の土壌汚染対策法の手続確認
を義務化）

・ストックヤード運営事業者の登録制度の創設により、ストックヤードからの搬出先を
明確化

・元請業者等による建設発生土の最終搬出先までの追跡確認を義務化

適正化指針（公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針）の変更や標準請負契約約款の改正

・仕様書に搬出先の名称・所在地を定める

・再生資源利用促進計画（土砂搬出等）を作成し発注者へ提出・説明
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77資源有効利用促進法②
【発注者が対応する事項】

・再生資源利用促進計画書（COBRIS)と「確認結果票」の記載内容を確認

・土砂受領書等の確認
※発注者が管理する土地（事業用地等）へ仮置きを指示した場合は、土砂受領書を作成

確認結果票
とは？
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